
注記

Ⅰ.　重要な会計方針

1 　固定資産の減価償却の方法

(1)　有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物　　      3～50年

構築物　　    3～60年

機械及び装置　5～42年

器具及び備品　3～15年

(2)　無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 　引当金の計上方法

(1)　退職給付引当金

(2)　賞与引当金及び法定福利費引当金

(3)　事業整理損失引当金

3 　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

　東毛工業用水道の第二浄水場計画の廃止に伴い、廃止後に生じる損失見込額を計上している。

　職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、
当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。



Ⅱ.　セグメント情報の開示

1 　報告セグメントの概要

渋川工業用水道
　給水区域（前橋市、高崎市、渋川市、吉岡町）内の8社8事業所への工業用水供給事業及びその附帯事業並び
に工業用水に関する調査事業

セグメント区分 事　　業　　の　　内　　容

　工業用水道事業会計は、渋川工業用水道及び東毛工業用水道を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら２つを
報告セグメントとしている。
　なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

東毛工業用水道
　給水区域（伊勢崎市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）内の87社97事業所へ
の工業用水供給事業及びその附帯事業並びに工業用水に関する調査事業



2 　報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自　平成３０年４月１日　至　平成３１年３月３１日）

（単位：円）

渋川工業用水道 東毛工業用水道 合計

営業収益 531,875,472 1,127,835,528 1,659,711,000

営業費用 531,599,331 832,038,857 1,363,638,188

営業損益 276,141 295,796,671 296,072,812

経常損益 62,024,641 365,966,679 427,991,320

セグメント資産 6,078,180,570 14,012,514,858 20,090,695,428

セグメント負債 3,799,503,298 8,629,865,338 12,429,368,636

その他の項目

　減価償却費 201,922,495 471,320,925 673,243,420

　特別利益 2,150,932 81,760,264 83,911,196

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 74,460,200 135,543,050 210,003,250

Ⅲ. 　その他

1 　事業整理損失引当金の目的使用による取崩しについて

　（注）　１．本局の収益、費用、資産及び負債は、各工業用水道に配分している。

　当年度において、利根導水路大規模地震対策事業費負担金として3,784,843円及び企業債利息として11,287,522円を支給するため、

事業整理損失引当金15,072,365円を使用した。


